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法第 22条 (屋根) 宅地造成及び特定盛土等規制法第 12条 (宅地造成等工事の許可) 景観
第 16条 葉山町景観法施行条例 水防法第 15条 (浸水想定区域) 土砂災害警戒区域等における土
災害防止対策の推進に関する法律第 10条 。第 24条～第 26条 (土砂災害特別警戒区域) 土壌汚染
策法第 4条 (届 出) 神奈川県建築基準条例 (がけ) 葉山町まちづくり条例

*別葉 「補足説明事項J参照

くス ニケ下

・越境物の状況については「概要図Jの とおりである。
。本地の越境の状況については、越境物又は工作物に関する「確認書 (1件 )」 がある。
。公共下水道は、前面道路の反対側に配管されている。
。「一色風致地区 (第四種風致地区)J内では、一定の建築行為等が制限されており、事前に許可が必要である。
なお、許可の基準が定められている主なものは次のとおりである。
(1)壁面後退 道路側 1.5m以 上、道路側以外lm以上 (2)建ぺい率40%以 下 (3)緑地率 20%以 上
。本地は、葉山町ハザー ドマップにおいて、高潮浸水想定区域 (水防法に基づくもの)及び津波浸水想定区域 (水防
法に基づくものではない)に該当している。
・本地は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災

害特別警戒区域に指定されている。
・焼却炉跡付近の土壊汚染概況調査 (ダイオキシン類)の結果、土壊汚染は確認されなかつた。
・地下埋設物調査 (ポーリング調査及び掘削調査)の結果、本物件においては、がれき類等の地下埋設物の存在が確
認されている。
なお、調査報告書に記載されている推定埋設量及び埋設物はあくまでも調査による推定であるので、埋設量及び埋

実際と異なる場合がある。
。本地には、取壊し済の建物の基礎等が埋設されている。
・ライフライン埋設状況調査の結果、本物件においては、本地の不使用管等は確認されているが、第二者使用の埋設
管等の存在は確認されなかった。
・本物件北側は、保安林に指定されており、神奈川県が治山事業によるコンクリー ト擁壁を設置している。
・本地は、葉山町まちづくり条例に基づく地域まちづくり推進協議会「一色第五町内会まちづくりを考える会」よ
り、土地利用に関する要望書が提出されている。
・本地の南東及び北西に丼戸の存在が確認されている。
・本地の南側道路には、ゴミ集積場がある。

法令に基づく諸条件についての日査破出を行つてください. なお、物件■書は、
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売買契約書の添付書類となります.
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神奈り|1県三浦郡葉山町一色字三ケ岡2389-5

許諾番号 :Z25LC第 383号 ◎
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※ 現在の周辺状況と異なる場合があります。
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神奈川県三浦郡葉山町一色字三ケ岡2389-5
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土砂災害特別警戒区域
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単位 :メ ー トル

土砂災害警戒区域

※ 法令等に基づく区域指定線等については概略線であり、必ずご自身において関係機関にご照会ください。

図

県道
ヽ



神奈り|1県三浦郡葉山町一色字三ケ岡2389-5

コンクリート擁壁
H=11～ 17 その上に
フェンスH=1.5

石
6

石積擁壁  16.4
コンクリート擁壁

HЮ l～ 0.
1_2

コンクリート擁壁
県との共有

吾ィ名リ
ー隣壁

石積擁壁
H→ 2～ 10

コンクリート擁壁が
こ越境

コンクリートタ|

ネットフェンス
H=19 ＼

コンクリート塀
H=2 0

-0_2

〕 コンクリートタタキ

+0
ガードパイプ

コンクリートタタ
切下げ

凡  例

P//////////////M 塀 (フ ェンス)

蝉 擁壁 (土留)

ri1111iIJ 舗  装

m がけ地

一Ｔ 法  地

◎ 切  株

図 排水桝

単位 :メ ー トル

物件番号    0011

※ 工作物や樹木の越境等については、極力概要図に記載しておりますが、現況と相違している場合、現況が優先します。
物件は、現状有姿の引渡しとなりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査確認を行つてください。
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